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税金の納付、皆様どうされていますか？

10月から消費税増税に伴い、税金の納付にクレジットカードやＱＲコード決済を使われている方も多いのではない
でしょうか。今回はクレッジットカード納付とコンビニ納付の2つの方法を紹介します。知らなかった方がいましたら、
良ければ参考にしてみて下さい。

2016年から国税のクレジットカード払いが可能になりました。「国税クレジットカードお支払いサイト」にて納付がで
きます。クレジットカードでの納付はカードのポイン
トが付く他に、自宅のパソコンから税金を払えます。
分割払いやリボ払いにも対応しているので資金繰
りが厳しい時にこのような支払いが選択できる点は
メリットの一つです。使用できるカードの詳細はHP
をご確認ください。
（※金利手数料等は別途かかります）

忙しい人にとっては２４時間営業しているコンビニでの納付はとても便利だと思います。納付は現金のみとなります
が、バーコード付き納付書をコンビニエンスストアの窓口に持っていけば支払いを行うことができます。利用できる
のは納付する金額が確定しており、３０万円以下のみ可能ですので注意してください。
税務署でバーコードを入手する以外にも自分で納付用QR
コードを作成することもできます。

～作成手順～
①国税庁HP「コンビニ納付用QRコード作成画面」にて、
納付に必要な情報（氏名。、住所、税目、納付金額）を入力
します。
②上記の手順でQRコードを作成し、コンビニにて読み取り
ます。
③読み取り後、出力されたバーコード（納付書）に現金を
添えてお支払いください。

2020年1月

①クレジットカード納付

②コンビニ納付

これって医療費控除の対象になるの？？

医療費控除の制度の中で、お客様から「これって医療費控除の対象になるの？？」という質問の中で特に多
いものについての下記の表にまとめてみました。
前提として、症状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象となります。その他に
も色々なケースがございますので、詳細については一度担当者にご確認下さい。

医療費控除、セルフメディケーション税制とは

医療費控除の対象になるもの 医療費控除の対象とならないもの

・通院の際の電車やバスなどの公共交通機関の運賃
・通院の際のタクシー代（出産時など夜間で公共交通機関が
利用できない場合は除く）

・入院の対価として支払う部屋代や食事代（差額ベッド代は除
く）

・自家用車で通院する場合の駐車場代・ガソリン代

・義手、義足、松葉づえ、義歯や補聴器等の購入費用 ・入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用

・6ヶ月以上寝たきりの人のおむつ代（医師が発行した「おむつ
使用証明書」が必要）

・入院している家族の世話をする場合の通院費

・医師等の処方や指示により購入する医薬品 ・健康診断の費用

・かぜの治療のために使用した一般的な医薬品の購入費用 ・予防接種

・症状からみて急を要する場合に病院に収容されるための費
用

・治療を受けるために直接必要としない、近視や遠視のための
眼鏡

国税庁 「医療費控除を受けられる方へ」パンフレットより

確定申告の時期も近づいてきて、医療費控除の集計をされている方も多いと思います。そこで今回は医療
費控除とセルフメディケーション税制との違いをご説明します。

医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか利用できません、
セルフメディケーション税制を利用する場合、集計した集計表を提出下さい。

その年に支払っ
た医療費の総
額

－
保険金等で補填
される金額 －

10万円（所得の
合計金額が200
万までの方は所
得の合計額の
5％）

＝
医療費控除額
（最高200万）

その年に支払っ
た一般医薬品
等購入額の総
額

－
保険金等で補填
される金額 － 1万2千円 ＝

セルフメディ
ケーション税制
の医療費控除
額（最高8万8千
円）

セルフメディケーション税制とは・・・その年の1月1日から12月31日までの間に薬局などで購入する特定一般
用医薬品購入費を医療費控除の特例としてその年の所得から差し引ける制度です。この制度を利用できる医
薬品はレシートなどに印がついてます。

お問い合わせ先 03-3727-6111 さいとう税理士法人まで

医療費控除とは・・・その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の
親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときその医療費の額を基に計
算される金額を所得から差し引ける制度です。
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